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東京女子医科大学 安全保障輸出管理規程 
 
（目的） 
第１条 この規程は，東京女子医科大学（以下「本学」という）の安全保障輸

出管理の基本方針を定め，適切な輸出管理体制を整備することにより，安全保

障輸出管理の確実な実施を図り，もって国際的な平和及び安全の維持を期し，

我が国の教育研究機関として国際的な安全保障に貢献することを目的とする。 
 
（適用範囲） 
第２条 この規程は，本学の教職員が行う外国における技術の提供，非居住者

への技術の提供及び貨物の輸出に適用する。 
 
（定義） 
第３条 この規程において掲げる用語の意義は，下記に定めるところによる。 
(1) 教職員 本学の役員，職員，研究員その他本学に雇用されるすべての者をい

う。 
(2) 外為法等 外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）及び当該法

律に基づく政令，省令，通達等をいう。 
(3) 居住者 日本人にあっては本邦に居住する者及び本邦の在外公館に勤務す

る者を，外国人にあっては本邦にある事務所に勤務する者及び本邦に入国して

６月以上経過している者を，また，法人等にあっては本邦にある日本法人等，

外国の法人等で本邦にある支店，出張所その他の事務所（以下「事務所等」と

いう。）及び本邦の在外公館をいい，外国為替法令の解釈及び運用について（昭

和 55 年蔵国第 4672 号。以下「外国為替法令解釈運用」という。）６－１－５及

び６に掲げるものをいう。 
(4) 非居住者 日本人にあっては外国にある事務所等に勤務する目的で出国し

外国に滞在する者等を，外国人にあっては外国に居住する者，本邦に入国して

６月未満の者（本邦にある事務所等に勤務する者を除く。），外交官，国際機関

の教職員をいい，外国為替法令解釈運用６－１－５及び６に掲げるものをいう。 
(5) 規制技術 国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制さ

れている技術をいう。 
(6) 規制貨物 国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制さ

れている貨物をいう。 
(7) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が，規制技術及

び規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。 
(8) 取引審査 本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。 
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(9) 管理担当部局は、留学生受入れ，国際交流，学部等支援及び物品管理等を所

掌している課であり、国際交流委員会室がこの任務にあたる。 
 
（基本方針） 
第４条 本学における安全保障輸出管理の基本方針は，次の各号のとおりとす

る。 
(1) 外国における技術の提供，非居住者への技術の提供及び貨物の輸出を行う場

合は，外為法等及びこの規程に反する行為は行わないこと。 
(2) 外為法等を遵守するとともに，適切な輸出管理を実施するため，安全保障輸

出管理の責任者を定め，輸出管理体制の整備及び充実を図ること。 
 
（輸出管理最高責任者） 
第５条 前条の基本方針に基づき，安全保障輸出管理に係る業務を適正かつ円

滑に実施するため，本学に安全保障輸出管理の最高責任者（以下「最高責任者」

という。）を置き，理事長をもって充てる。 
 
（輸出管理統括責任者） 
第６条 本学に，最高責任者のもとで輸出管理業務を統括する輸出管理統括責

任者を置く。輸出管理統括責任者は，理事（研究, 産学・社会連携担当）とする。 
 
（輸出管理責任者） 
第７条 本学に，輸出管理統括責任者のもとで輸出管理業務を所掌する責任者

を置く。輸出管理責任者は，学長とする。 
2.輸出管理責任者は，次の各号に掲げる業務を行う。 
(1) この規程の制定及び改廃に関する業務 
(2) 該非判定及び取引審査の承認に関する業務 
(3) 全学的な輸出管理業務の統括並びに全学への徹底事項の指示，連絡及び要請

等に関する業務 
(4) 輸出管理業務の監査に関する業務 
(5) 安全保障輸出管理の教育に関する業務 
(6) 本学の関係部局等の長に対する輸出管理業務に係る報告等の要求，調査の実

施及び改善措置等の命令に関する業務 
(7) 経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関する業務 
 
（管理体制） 
第８条 この規程の遵守及び輸出管理業務を適切に実施するため，管理担当部
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局を置き、以下の業務を行う。 
(1) この規程に基づく運用，手続等の策定及び改廃に関する業務 
(2) 該非判定及び取引審査の原案作成並びに記録の保存に関する業務 
(3) 輸出管理統括責任者の指示，連絡及び要請等の周知徹底に関する業務 
(4) 輸出管理手続業務の推進に関する業務 
(5) 安全保障輸出管理の教育に関する業務 
(6) 輸出管理手続業務に係る教職員からの相談に関する業務 
(7) 国際交流に関しては国際交流委員会室長、研究知財に関しては先端生命学研

究所所長を中心に、関連する部門と連携して業務を行う。 
 
（輸出審査票の提出） 
第９条 次の各号に掲げる事項（以下「規制技術提供等」という。）を行おうと

する教職員（以下「提供職員」という。）は，輸出管理責任者が定める手順書（別

表）に基づき，管理担当部局と協議の上，輸出管理責任者が定める輸出審査票

（別記様式）に必要事項を記入し，輸出管理責任者（学長）に提出する。 
(1)外国における規制技術の提供又は規制技術の非居住者への提供 
(2) 規制貨物の外国への輸出 
 
（審査） 
第１０条 輸出管理責任者は管理担当部局を通して，別表にある担当者一覧表

にある担当者に相談しながら、前条に基づき提出のあった輸出審査票に基づい

て該非判定を行うとともに，判定結果を輸出管理統括責任者に報告する。 
２．輸出管理統括責任者は，前項に基づく報告を受け，該当するとした判定を

した場合 
は，取引審査を行う。 
３ 前項の審査の結果，取引を行うとした場合で，かつ，外為法等に基づく経

済産業大 
臣の許可が必要と認めたときは，最高責任者の了解のもと当該許可申請を行う。 
４ 輸出管理責任者は，前２項による判定，審査及び申請の結果（以下「判定

等結果」 
という。）を提供職員に通知する。 
５ 提供職員は，判定等結果の通知があるまで当該規制技術提供等を行っては

ならな 
い。 
 
（規制技術提供等の確認） 
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第１１条 提供職員は，規制技術提供等を行う場合，前条による審査等が終了

し，当該 
許可を得ていることを確認しなければならない。 
２．管理担当部局は，提供職員が規制貨物の外国への輸出を行う場合，当該貨

物が輸出審査票に記載の貨物と同一の貨物であることを確認しなければならな

い。 
３．上記の確認にあたっては、管理担当部局は，別表にある担当者一覧表にあ

る担当者に相談しながら確認を進める。 
 
（監査） 
第１２条 輸出管理統括責任者は，本学における安全保障輸出管理が，外為法

等，この 
規程及びこの規程に基づく定めにより適正に実施されていることを確認するた

め，輸出管理体制の監査を年１回行うものとする。 
 
（教育） 
第１３条 輸出管理統括責任者及び輸出管理責任者は，外為法等，この規程及

びこの規程に基づく定めの遵守について理解させるとともに，その確実な実施

を図るため，教職員に対し安全保障輸出管理の教育を計画的に行うものとする。 
 
（文書の作成及び管理） 
第１４条 教職員が，規制技術提供等の手続きに必要な文書を作成する場合に

は，事実に基づき正確に記載しなければならない。 
２ 規制技術提供等に係る文書及びその電磁的記録媒体は，技術が提供された

日又は貨物が輸出された日から起算して，少なくとも７年間保管しなければな

らない。 
 
（報告） 
第１５条 教職員は，外為法等，この規程若しくはこの規程に基づく定めに対

する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は，速やかに輸出管理責任

者にその旨を通報しなければならない。 
２ 輸出管理責任者は，前項の通報があった場合は，当該通報の内容を調査し，

外為法等，この規程若しくはこの規程に基づく定めに対して違反等の事実が判

明したときは，遅延なく最高責任者にその旨を報告しなければならない。 
３ 最高責任者は，前項の報告があった場合は，学内の関係部署に対応措置を

指示するとともに，遅延なく関係行政機関に報告するものとする。 
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（事務） 
第１６条 安全保障輸出管理に関する事務は，関係課の協力を得て，国際交流

委員会室において処理する。 
 
（雑則） 
第１７条 この規程に定めるもののほか，安全保障輸出管理に関し必要な事項

は，別に定める。 
  
附 則 
この規程は，令和 2 年 5 月 1 日から施行する。 
 
付属書類 
 安全保障管理体制図 
 担当者一覧表 
 輸出審査票 
 安全保障管理手順書 
  


